
Ｖポイント付与規定 

第１条（Ｖポイントの付与）  

Ｖポイント付きカードローン（以下「本カード」といいます）では、スルガ銀行株式会社（以

下「スルガ銀行」といいます）が提供するローンカードの取引に応じたＶポイントを、ＣＣ

ＣＭＫホールディングス株式会社（以下「ＭＫＨＤ」といいます）が、スルガ銀行からの依

頼に基づき付与いたします。  

 

第２条（Ｖポイントの付与対象）  

(１) 「Ｖポイント付きカードローン」一体型の場合  

①本カードの申込みにあたって、新規にＶ会員の登録をされる場合には、スルガ銀行と

ＣＣＣＭＫホールディングス株式会社（以下「ＭＫＨＤ」という）が提携して発行

するＶポイント付きカードローンのＶ会員番号に対して、Ｖポイントを付与するも

のとします。  

②前号のＶ会員番号について、別途、ＭＫＨＤがＶ会員規約で定める一時停止、退会ま

たは除名措置の状態となった場合等、Ｖ会員番号が無効な場合、Ｖポイントの付与

は行われません。  

③Ｖ会員番号は、お客さまからの指定、変更は出来ません。  

(２) 「Ｖポイント付きカードローン」単体型の場合  

①Ｖポイントの付与は、付与時点で本カードが有効であり、かつＶ会員の資格を有する

方を対象とします。スルガ銀行は、カード申込時にお客さまが指定されたＶ会員番

号（以下「指定Ｖ会員番号」といいます）に対して、Ｖポイントを付与するものと

します。  

②前号の指定Ｖ会員番号について、別途、ＭＫＨＤがＶ会員規約で定める一時停止、退

会または除名措置の状態となった場合等、Ｖ会員番号が無効な場合、Ｖポイントの

付与は行われません。  

③第１号の指定Ｖ会員番号が変更となった場合、お客さまは、すみやかにスルガ銀行所

定の方法により、スルガ銀行あてに変更後のＶ会員番号を届け出るものとします。

本届出がなされなかった期間中のＶポイントの付与は、行いません。なお、お客さ

まからの本届出があった場合、スルガ銀行はすみやかに指定Ｖ会員番号変更の手続

きを行うものとしますが、変更手続のため、やむを得ずＶポイントの付与が行われ

ない期間があります。 

 

第３条（Ｖポイントの付与時期および種類）  

Ｖポイントの付与は、本カードにおける毎月の定例返済の際における最低返済金額（最低返

済金額以上の定例返済をされた場合であっても最低返済金額となります）に対して、原則、

毎月１５日（銀行休業日の場合は翌営業日となります）に付与させていただきます。 

ポイント付与の内容および取引条件等の最新の情報は、インターネット上のスルガ銀行ホ

ームページ等のスルガ銀行が指定する箇所に表示するものとします。  

なお、経済情勢の変化、ＭＫＨＤのＶポイントサービスの終了、本カードの取扱いの中止、

その他スルガ銀行が相応の事由があると判断した場合、スルガ銀行はインターネット上の

スルガ銀行ホームページのスルガ銀行が指定する箇所またはＭＫＨＤのインターネット上

のＭＫＨＤホームページ等に表示することにより、Ｖポイント付与の内容および取引条件

等を変更または中止できるものとします。 

 



第４条（Ｖポイント付与等の確認）  

Ｖポイントの付与等については厳正な管理および記録をしておりますが、必ずお取引をさ

れているお客さまご自身が確認をしてください。万一、Ｖポイント付与等の内容が相違して

いると思われる場合には、Ｖポイントが付与された日（原則、毎月１５日）を含め３０日以

内にスルガ銀行まで電話にて連絡をしてください。スルガ銀行におけるＶポイント付与等

の記録と照合し対応させていただきます。尚、３１日目以降は、付与の記録との照合および

対応はいたしません。 

 

第５条（Ｖポイント付与の中止）  

以下のいずれかの事由に該当した場合、Ｖポイントの付与は行われません。  

（１）第２条に定めるお客さまのＶ会員番号（指定Ｖ会員番号を含みます）について、ＭＫ

ＨＤの定めるポイントサービス利用規約第５条に該当した場合、または、有効期限切れ等の

理由で無効の場合 

（２）お客さまが本カードにおける毎月の定例返済を遅滞している場合およびスルガ銀行

がＶポイント付きカードローン契約規定第１０条（期限の利益喪失）第１項各号または第２

項各号で定めるいずれかの事由に該当した場合 

（３）お客さまがスルガ銀行に対する他の取引において債務不履行等の状態にある場合 

等、スルガ銀行が相応の事由があると判断した場合 

 

第６条（規定の変更）  

法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化、その他の理由により、この規定を変更する

必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、スルガ銀行は、変更内容について

スルガ銀行ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変

更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。なお、最新の

規定につきましては、下記のスルガ銀行までお問い合わせください。 

 

第７条（規定の準用）  

本規定に定めのない事項および用語の定義については、スルガ銀行が定めるＶポイント付

きカードローン契約規定、Ｖポイント利用サービス規定およびＭＫＨＤが定めＶ会員規約、

ＭＫＨＤが定めるポイントサービス利用規約ならびにその他スルガ銀行、ＭＫＨＤが定め

る各取引規定により取り扱うこととします。  

 （２０２４年９月現在）  

 

お問い合わせ先：スルガ銀行Ｖポイント付きカードローン専用デスク  

電話番号：０１２０－８９－５５０５  

お電話承り時間：月～金曜日（祝日を除く）９：００～１7：００  

 

お問い合わせ先：Ｖポイントサポートセンター  

電話番号：０５７０－０２９２９４  

お電話承り時間：年中無休 ９：３０～１８：００ 


